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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
「
送
還
忌
避
・
長
期
収
容
問
題
の
解
決
に
向
け
た
提
言
」
の
う
ち
収
容
の
在
り
方
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
個
人
の
身
体
の
自
由
よ
り
「
円
滑
な
送
還
の
実
現
」
と
「
在
留
活
動
の
禁
止
」
の
目
的
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

利
益
が
優
越
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
は
、
「
入
国
警
備
官
・
・
・
は
、
退
去
強
制
令
書
を
執
行
す
る

と
き
は
、
退
去
強
制
を
受
け
る
者
に
退
去
強
制
令
書
又
は
そ
の
写
し
を
示
し
て
、
速
や
か
に
そ
の
者
を
次
条
に
規
定
す
る
送

還
先
に
送
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
第
五
十
二
条
第
三
項
本
文
）
、
「
入
国
警
備
官
は
、
第
三
項
本
文
の
場
合
に
お

い
て
、
退
去
強
制
を
受
け
る
者
を
直
ち
に
本
邦
外
に
送
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
送
還
可
能
の
と
き
ま
で
、
そ
の

者
を
・
・
・
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
同
条
第
五
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
収
容
に
つ
い
て
は
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
審
査
、
特
別
審
理
官
に
よ
る
口
頭
審
理
、
法
務
大
臣

に
対
す
る
異
議
の
申
出
を
経
て
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
、
収
容
に
関
す
る
処
分
に
不
服
が
あ
れ
ば
行
政
訴



 

２ 

 

訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
司
法
審
査
を
行
う
必
要
性
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
必
要
性

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
収
容
に
つ
い
て
司
法
審
査
を
行
う
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

外
国
人
の
出
入
国
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
主
権
に
関
わ
る
事
項
で
あ
る
た
め
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
の
二
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
「
行
政
手
続
法
と
同
様

の
手
続
保
障
」
を
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
が
、
可
能
な
限
り
同
法
を
踏
ま
え
た
手
続
の
保
障
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
か
ら
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
は
、
入
国
警
備
官
の
請
求
に
よ
り
主
任
審
査
官
が
発
付
し
た
収
容
令
書
又
は
入
国
警

備
官
に
よ
る
違
反
調
査
を
経
て
行
わ
れ
る
入
国
審
査
官
に
よ
る
違
反
審
査
、
特
別
審
理
官
に
よ
る
口
頭
審
理
、
法
務
大
臣
の

裁
決
と
い
う
判
断
の
主
体
を
異
に
す
る
慎
重
な
手
続
を
経
て
主
任
審
査
官
が
発
付
し
た
退
去
強
制
令
書
に
よ
り
収
容
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
在
留
特
別
許
可
に
つ
い
て
も
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
及
び
許
否
の
判
断
に
係
る
考
慮
事
項
を
「
在

留
特
別
許
可
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
し
て
公
表
し
て
お
り
、
行
政
運
営
に
お
け
る
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
を
図

っ
て
い
る
。 



 

３ 

 

四
に
つ
い
て 

 
 

退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
は
、
従
前
か
ら
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
、
被
収
容
者
の
健
康
状
態
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て

人
道
上
の
観
点
か
ら
配
慮
が
必
要
な
場
合
に
仮
放
免
の
措
置
を
と
る
な
ど
し
、
ま
た
、
難
民
認
定
手
続
に
お
い
て
は
、
従
前

か
ら
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
六
年
条
約
第
二
十
一
号
。
以
下
「
難
民
条
約
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規

定
又
は
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
（
昭
和
五
十
七
年
条
約
第
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
難
民
条
約
の
適
用
を
受
け

る
者
を
、
難
民
認
定
申
請
（
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
難
民
の
認
定
の
申
請
を
い
う
。
）
の
内
容
に

よ
り
個
別
に
審
査
し
て
難
民
と
認
定
す
る
な
ど
、
退
去
強
制
手
続
及
び
難
民
認
定
手
続
の
適
正
な
運
用
に
努
め
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
更
な
る
適
正
化
を
図
る
た
め
「
収
容
・
送
還
に
関
す
る
専
門
部
会
」
が
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
「
送
還
忌
避

・
長
期
収
容
問
題
の
解
決
に
向
け
た
提
言
」
及
び
「
難
民
認
定
制
度
に
関
す
る
専
門
部
会
」
が
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
「
難

民
認
定
制
度
の
見
直
し
の
方
向
性
に
関
す
る
検
討
結
果
（
報
告
）
」
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
報
告
書
で
示
さ
れ
た
論
点
に
つ

い
て
、
現
在
、
法
務
省
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


